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日高看護学校の
� 平成27年度学生募集について

地域枠 社会人 一般
募 集 人 員 15人程度 ５人程度 20人程度

受 験 資 格
（全ての要件を
満たすこと）

１．�構成市町に住所を有する、高
校卒業見込の方※１

２．�合格後は必ず本校に入学する
方

３．�卒業後地域で看護師として、
医療に貢献する意思のある方

１．�高校卒業後３年以上を経過し
た方

２．�合格後は必ず本校に入学する
方

３．�卒業後地域で看護師として、
医療に貢献する意思のある方

高校を卒業（見込含）した方

試 験 科 目

・国語総合（古文・漢文除く）
・数学Ⅰ
・英語Ⅰ
・面接試験（１次試験合格者）

・国語総合（古文・漢文除く）
・数学Ⅰ
・小論文
・面接試験（１次試験合格者）

・国語総合（古文・漢文除く）
・数学Ⅰ
・英語Ⅰ
・小論文（１次試験合格者）
・面接試験（１次試験合格者）

願書受付期間 平成26年11月�4�日（火）
　　　�～11月11日（火）

平成26年11月�4�日（火）
　　　�～11月11日（火）

平成27年１月�6�日（火）
　　　�～１月13日（火）

１次 試 験 日 平成26年11月29日（土） 平成26年11月29日（土） 平成27年１月24日（土）
２次 試 験 日 平成26年12月10日（水） 平成26年12月10日（水） 平成27年２月�4�日（水）
入学試験会場 日高看護専門学校
入学検定料 20,000円

※１　�住所用件として、平成26年度10月１日現在、構成市町（御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町）に住所を有す
る方（通学のために一時的に構成市町と異なる市区町村に住所を移転している方を含む）

【お問い合わせ先】日高看護専門学校　　御坊市薗116番地2
☎�22・1277　FAX�52･7113　　e-mail：school@hidakagh-ns.jp

　８月下旬から９月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用された場合、
１か月の自己負担額が２００円以上軽減される可能性がある方を対象に、
ジェネリック医薬品使用促進のお知らせをお送りしています。
　患者負担の軽減や医療保険財政の改善には、ジェネリック医薬品の普及
が重要です。この機会に、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。

　このお知らせは、現在病院で処方されているお薬を、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に自
己負担額が軽減できることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

　お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。
　切り替えを希望される方は、かかりつけの医師または、薬剤師にご相談ください。

【お問い合わせ先】
後発医薬品利用差額通知コールセンター
� ☎０１２０･５３･０００６（通話無料）

【お知らせ発行元】
和歌山県後期高齢者医療広域連合
和歌山市吹上２丁目１番２２号　日赤会館９階
� ☎０７３･４２８･６６８８

後期高齢者医療制度に加入されているみなさまへ

ジェネリック医薬品使用促進の

� お知らせをお送りしています

ジェネリック医薬品使用促進の

� お知らせをお送りしています

日高看護専門学校 検索
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お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 
務 
課

お
知
ら
せ

設置者
設備の発電規模

１０ｋｗ以上 １０ｋｗ未満

個　人
（住　宅）

経済産業省の認
定を受け、全量ま
たは余剰電力を
売電される場合、
事業用資産とな
り、償却資産とし
て課税対象とな
ります。

事業用資産とな
らないため、償却
資産として課税
の対象外となり
ます。

個　人
（事業用）事業用資産となるため、売電の有無にかかわらず償却資産として課税の

対象となります。
法　人

車　種　別 現行税率

（円）

２７年度以降税率 重課税率
平成２７年３月３１日以前に最
初の新規検査を受けたもの

（円）

平成２７年４月１日以後に最
初の新規検査を受けたもの

（円）

最初の新規検査から１３年を経
過しているもの（２８年度以降）

（円）
原付　　　５０cc以下 1,000 2,000
　　　　　９０cc以下 1,200 2,000
　　　　��１２５cc以下 1,600 2,400
ミニカー 2,500 3,700
軽二輪（１２５cc超２５０cc以下） 2,400 3,600
軽三輪 3,100 3,100 3,900 4,600
軽四輪乗用（営業用） 5,500 5,500 6,900 8,200
　　　　���（自家用） 7,200 7,200 10,800 12,900
軽四輪貨物（営業用） 3,000 3,000 3,800 4,500
　　　　���（自家用） 4,000 4,000 5,000 6,000
小型特殊（農耕用） 1,600 2,400
　　　　（その他） 4,700 5,900
小型二輪（２５０cc超） 4,000 6,000

　

平
成
26
年
度
の
税
制
改
正
に
伴

い
、町
税
条
例
が
改
正
さ
れ
、平
成
27

年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
率
が
、

下
表
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

　

軽
三
輪
・
軽
四
輪
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
最
初
の

新
規
検
査
を
受
け
た
新
車
か
ら
、新

税
率
を
摘
用
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
最
初

の
新
規
検
査
を
受
け
た
も
の
に
つ
い

て
は
、現
行
税
率
の
ま
ま
で
す
。

　

た
だ
し
４
月
１
日
時
点
に
お
い
て

最
初
の
新
規
検
査
を
受
け
て
か
ら
13

年
を
経
過
し
て
い
る
車
両
に
対
し
て

は
、平
成
28
年
度
よ
り
重
課
税
率
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３･

３

８
０
２
）ま
で
。

来
年
度
か
ら

軽
自
動
車
税
の
税
率
が

�

変
わ
り
ま
す

　

家
屋
の
増
改
築
を
し
た
り
、倉
庫

や
物
置
、車
庫
を
新
築（
増
改
築
）さ

れ
る
と
、固
定
資
産
税
の
対
象
と
な

り
、申
告
の
義
務
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

家
屋
の
増
改
築
や
倉
庫
な
ど
の
新

築（
増
改
築
）を
さ
れ
た
場
合
は
、お

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
な
ど
の
太
陽
光
発

電
設
備（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
）を
設
置
し
た
時
は
、固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、償
却
資

産（
固
定
資
産
）と
し
て
町
へ
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

下
表
で「
課
税
の
対
象
」に
該
当

す
る
場
合
は
、平
成
27
年
２
月
２
日

（
月
）ま
で
に
償
却
資
産
の
申
告
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、12
月
末
頃
に

申
告
案
内
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

手
数
で
す
が
、完
成
後
に
税
務
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合

に
は
、滅
失
登
記
等
で
取
り
壊
し
の

把
握
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、滅
失

登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
未
登

記
建
物
に
つ
い
て
は
、適
正
な
課
税

を
お
こ
な
う
た
め
、必
ず
届
出
を
お

こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３

８
０
２
）ま
で
。

す
の
で
、ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３
８

０
２
）ま
で
。

※�

一
定
の
要
件
を
満
た
す
設
備
に
対
し
て
は
、

特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
、税
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

建
築
物
の
新
築
・

増
改
築
ま
た
は
取
壊

し
を
さ
れ
た
方
へ

太
陽
光
発
電
設
備
を

�

設
置
さ
れ
る
場
合


